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【コンセプトに関わる御意見】

【ビジョンに関わる御意見】

各部会での御意見 2

• 教育プロモーターや自転車安全利用推進員の数を公表する事で教育や
啓発が進んでいる指標になるのではないか。

• 全事故件数に対する自転車事故の割合は、事故全体に対する割合であ
るため、どれかが減ればどれかが増えるという関係になってしまうの
で避けるべきである。

• 分担率に関して、公共交通機関と自転車を組み合わせた移動を想定す
るのであれば、自転車の端末交通も含んだ分担率とするべきである。

• 分担率に関して、自転車だけに注目するのではなく、市の考え方とし
て自家用車から自転車に転換していく部分を見せても良いのではない
か。

• 「伝える」という項目には、「安心・安全な利用の推進」だけではな
く、「自転車利用のルール・マナーを徹底する」という点を含むべき
である。

• 「京都らしい」という言葉が抽象的である。一人一人がイメージする
京都らしさが違っていると考えた時に、それが説明に繋がっているの
か分からない。

• 「自転車を活用した居心地のよいまち」と、「安全・安心・快適で出
かけたくなるまち」がどのように切り分けられているのか分からない。

• 「京都らしい乗り方」と言うと、それが「理想的な乗り方」＝「京都
らしい自転車文化」というものを全員が意思疎通できれば良い。

• 「京都らしい自転車文化」や交通ルールがどのようなものか具体的な
イメージがあれば提示してほしい。

• すでに京都は自転車文化が息づいているまちであり、この目標は達成
済みであると感じる。

• 「自転車を活用した居心地のよいまち」という表現は、より積極的に
自転車の活用を推進する言葉とした方がよい。

• ５W１H（いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように）を意識し、
特に「誰に」という点を踏まえ、アプローチや対応を検討するべき。

• また、その際には自転車の種類も捉える必要があるかもしれない。
（例えば障がい者向けにはタンデム自転車等）

• 幼児、小学生、中学生はヘルメットを着用しやすいが、高校生、大学
生になると着用しにくくなるなど、連続していないことが課題

• 子どもの時からルールを定着させていく必要がある。急に乗り出して
もルールは身につかないため、若い時から安全教育の時間を増やして
いくべきである。

• 他府県からの大学生は地域のルール・マナーが分からない。同じ大学
生が声かけする、また大学と市が協力し、大学のイベント時などに声
かけやポスター等の周知啓発を実施すると効果があるのではないか。

• 診察や健康診断の待機中に数秒の動画を繰り返し提示するなど、隙間
時間を活用するのが効果的ではないか。

• 自転車販売店の業界では高齢化が課題である。店主が高齢である場合、
交通安全に関する説明は必要でないと考える傾向がある。

• 大学生以上については、講習会形式の安全教育では集客が難しいため、
自転車点検会に併せて啓発を行う等の方が良い。

• 安全教育に関して、安全を主題にすると人が集まらないため、スポー
ツ、健康、まちの美化、CO2削減などの多様なキーワードと結びつ
けることで市民の興味・関心を集め、これに併せ、安全上の課題を伝
える手法が有効である。

• 京都府警と市、教育委員会、学校が連携し、「自転車安全プロモータ
ー」制度が人々の目に触れるような宣伝ができれば良い。

• 交通事故の多くは相手がいる状況で発生するため、それがなぜ起きる
のか、他者から自分の運転がどう見えているのかといったエッセンス
を入れてほしい。

• 自転車の業界には販売店や保険会社等、多様な関係者が存在している
が、現状では連携方法が確立されていないため、どう貢献すればよい
かお互いに分かってない。そこを明確にする必要があるのではないか。

【推進施策に関わる御意見】

【評価指標に関わる御意見】



１.次期計画の方向性



計画の位置付け 4

市政の基本方針

京都基本構想（仮称）（案）（R8年～R32年）

交通政策マスタープラン

「歩くまち・京都」総合交通戦略２０２１

京都市自転車総合計画

法律、国の計画

自転車活用推進法
（平成２８年制定）

自転車活用推進計画
（令和８年度に第三次計画を策定予定）

府の計画

第２次京都府自転車活用推進計画
（R6年度～R9年度）

主な関連計画

新京都戦略

京都市地球温暖化対策計画

第１１次京都市交通安全計画

京都市地域公共交通計画

京都観光振興計画２０２５

都市計画マスタープラン

都市理念（都市の理想像）

世界文化自由都市宣言

個別計画
連携

市町村自転車活用推進計画として位置付け



（参考）京都基本構想（仮称）（案）抜粋 5

・京都基本構想（仮称）（案）では、物理的
に自然やまちなみを残すことはもちろん、
何十年後かに京都市が何を大切にする
かという価値観や心根を引き継ぐことが
大事という内容となっている。



（参考）「歩くまち・京都」総合交通戦略２０２１抜粋 6

＜自転車に関わる内容の抜粋＞



（参考）京都市地球温暖化対策計画抜粋 7

温室効果ガス削減目標（京都市）

・２０５０年⇒二酸化炭素排出量正味ゼロ

・２０３０年⇒２０１３年度比４６％削減

※国の目標値と同様

＜自転車に関わる内容の抜粋＞



（参考）京都観光振興計画２０２５抜粋 8

＜自転車に関わる内容の抜粋＞



（参考）第１１次京都市交通安全計画抜粋 9

＜自転車に関わる内容の抜粋＞



（参考）京都市地域公共交通計画抜粋 10

＜自転車に関わる内容の抜粋＞



安心・安全・快適な自転車利用環境の創出

誰もが自転車のルール・マナーを学び、守り合うととも

に、道路を正しく使い合うことができる、安心・安全で快適

な利用環境を実現する。

本市自転車利用環境のビジョン（将来像）について（案） 11

自転車を取り巻く社会環境の変化

を踏まえる

くらしと調和した京都らしい自転車文化が息づくまち

安心・安全・快適な自転車利用環境 とともに、自転車交通の役割を拡大し、自転車を活用して、

京都らしい豊かなくらしとまちの魅力を更に高める。

長期的な目標：上位計画である京都基本構想（案）に合わせて２０５０年頃をイメージ

徒歩や公共交通等とかしこく組み合わせた自転車の利

活用による環境・交通負担の低減と、自転車の多様な場面

での活用による地域の観光・交流の推進、健康の増進など

を実現する。

自転車交通の役割拡大

自転車利用率の上昇自転車事故の減少

上位計画・関連計画が目指すまちの姿を指す（脱炭素社会やＳＤＧｓなど）。

・自転車安全教育
・ルール・マナーの啓発
・走行環境整備
・駐輪環境の充実

（移動手段としての自転車利活用）
・市民による日常利用の促進
・観光客による自転車観光の推進
等

（自転車を活用することが目的）
・インクルーシブ、サイクリング、
災害時での活用 等

① ②

③



京都らしい自転車文化が息づくまちとは 12

市民生活に溶け込み、豊かな自然や歴史的景観を楽しみながら、安全と共生を重視する
移動手段として、市民と観光客双方に親しまれる自転車利用が根付いたまちのこと

・奥行や余白を残すために、あえて抽象的な表現を使用することで、読み手が様々な考えを持てる
よう、自由度・柔軟性の高いビジョンとしている。

＜京都の特性、京都での自転車利用＞
・平坦な盆地の中に、観光地や日常生活に必要な施設がコンパクトにまとまっており、風を感じなが
ら効率よく移動ができる。
・鴨川や琵琶湖疏水沿いなど、豊かな自然や水辺の景観を楽しみながら移動ができる。
・市民においては日常的に自転車を利用するライフスタイルが根付いている（通勤・通学での分担
率が高い。）。
・ベンガラ色の矢羽根や放置自転車の撤去など、安全確保と景観美化への意識が高い。
・「人の顔が見える関係」の中で文化が育ってきたという京都の特性と、「生身」に近い自転車が持
つ親密さ・親和性。
＜京都での自転車利用のこれから＞
・レンタサイクルやシェアサイクルの活用により、観光客にとって「自転車でも楽しいまち」として認知
される。
・観光客と市民、歩行者と自転車等、お互いを尊重し、共生するためのルールやマナーの遵守が重
視される。



次期計画のコンセプト（方向性）について（案） 13

（これまで効果を上げてきた施策は深化を図り、事業者や警察等の様々な主体と更なる連携を深める。）

※京都は平坦な盆地の中に、歴史的建造物や文化芸術施設、日常生活に必要な施設等がコンパクトにまとまった、

「自転車のよく似合うまち」であり、自転車はくらしにかかせない生活文化となっている。

また、京都には自転車を生業とする方や日常生活で利用する方が多く、自転車文化を育む人材が多いという土壌がある。

ビジョンの実現及び自転車を取り巻く環境の変化や

課題に対応するために、施策を３つのテーマに分類

現計画の主な現状と課題

➢ 検討部会をテーマにあわせ、3つに分けて検討

つたえる

たかめる

ひろげる

安心・安全な利用の推進

走行・駐輪環境の充実

自転車交通の役割拡大

施策の方向性: つたえる たかめる ひろげる の３つの視点で

京都の自転車文化※を育む

走行・駐輪

環境の充実

自転車交通
の役割拡大

安心・安全な

利用の推進

たかめる ひろげる

つたえる

➢ ３つの視点は、それぞれメインのテーマだけで
なく、他の２つのテーマとも関連する。

ルール・マナーを学び、つたえる

利用環境を整備し、たかめる

自転車交通の役割をひろげる



評価指標（案） 14

・ ビジョンの実現に向けて、２つの指標（長期的な目標）を設定
・ 次期計画では、これらの進捗状況とモニタリング指標により、
施策の効果を評価

（案１）基準値はR7年とし、次期計画期間であるR13年までは前年度より減少させることを目標とする。

また、R13年度に目標について見直すかどうか検討する。

評価指標

R６年
（2024年）

R７年
（202５年）

R８年
（202６年）

R９年
（202７年）

R１０年
（202８年）

R１１年
（202９年）

R１２年
（20３０年）

R１３年
（20３１年）

～R32年
（2050年）

自転車関連事故件数 636件 ●●件 前年度より減少
R13年度
に検討

評価指標①
自転車事故件数

（案２）基準値はR7とし、次期計画期間であるR13年まで、前年度事故件数より5.0%減少させることを目標とする。

また、R13年度に目標について見直すかどうか検討する。

R６年
（202４年）

R７年
（202５年）

R８年
（202６年）

R９年
（202７年）

R１０年
（202８年）

R１１年
（202９年）

R１２年
（20３０年）

R１３年
（20３１年）

R32年
（20５０年）

自転車関連事故件数 ６３６件 ●●件

●●件
（次期計画
期間中の
目標値）

R13年度
に検討

年 R1 R2 R3 R4 R5 R6

市内自転車関連事故件数 781 668 612 596 617 636

前年度事故件数増減率（％） ー ▲14.5 ▲8.4 ▲2.6 +3.5 +3.1

（参考）

毎年前年度事故件数▲5.0%



評価指標（案） 15

・ ビジョンの実現に向けて、２つの指標（長期的な目標）を設定
・ 次期計画では、これらの進捗状況とモニタリング指標により、
施策の効果を評価

評価指標

評価指標②
交通手段分担率

（案）総合交通戦略の考え方を設定（代表交通手段分担率） ※ 目標は非自動車分担率８５％以上、自転車の分担率２３．５％以上

R１年
（2019年）

R３年
（2021年）

R5年
（２０２３年）

R７年
（202５年）

R９年
（202７年）

R１１年
（202９年）

R１３年
（20３１年）

R22年
（20４０年）

R32年
（2050年）

代表交通手段分担率

（自動車）
22．3％ ２４．３％ 20.6% ●●％ １５％以下

2040年に

見直し

（交通戦略に

合わせて

見直し）

代表交通手段分担率

（自転車）
2１．５％ １９．９％ 20.7%

●●％
（基準値）

２１．５％
85％以上

うち

自転車

2１.5%

代表交通手段分担率

（徒歩・鉄道・バス

・バイク）

５６.2％ ５６．８％ ５８．７％ ●●％

調査手法
京都市

独自調査

近畿圏
PT調査

京都市
独自調査

京都市
独自調査

京都市

独自調査

京都市

独自調査

近畿圏

PT調査

（自転車の端末交通手段分担率について）
・ 近畿圏PT調査においては電車を介するトリップのみ集計可能（京都市独自調査で集計できるかは確認中）
・ 評価指標には代表交通手段分担率を設定し、端末交通手段分担率はモニタリング指標に設定する。

（用語解説）
・ PT（パーソントリップ）調査：交通の流れのもととなる「人（パーソン）の一日の動き（トリップ）」を把握することを目的
として、人がどこからどこへ、どういう交通手段を使って、どの時間帯に移動したか、などを調べる調査

・ 代表交通手段分担率：総トリップ数に対する代表的な交通手段のトリップ数の割合
・ 端末交通手段分担率：ある交通手段（鉄道など）に接続するための、最初の又は最後の移動手段の利用割合



（参考）自転車政策の予算 17

R５ R６ R７

2,7００万円 2,900万円 ３,０0０万円

・ 自転車安全利用の推進

自転車安全利用教育の実施 など

・ 放置自転車対策

放置自転車防止啓発、撤去委託、保管所運営費

駐輪場整備修繕、駐輪場運営費 など

R5 R6 R7

28,2００万円 27,700万円 ２８,８00万円

・ 自転車走行環境の整備

R5 R6 R7

4,800万円 3,200万円 ６,８００万円



２.推進施策と推進事業及びモニタリング指標



19視点１（市民向け）

自転車を楽しく安全に活用するため
自分と周囲の安全を守るため

正しい交通ルールを学ぶ

市民

ライフステージに応じた自転車安全利用に繋がる知識
自転車に乗る人も、乗らない人も、互いに心地よく行き交うために

未就学児 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 高齢者

・家庭
・幼稚園、
保育園等
・児童館

・家庭
・小学校

・中学校 ・高校

・大学（生
協、ボラン
ティア、
サークル）

・企業
・教習所

・免許返納
時

・サイクルセンター ・地域 ・まちなか

(視点)歩行者優先を意識した自転車利用を！
★よりわかりやすくルールが伝わる手法に・短時間で繰り返し★



20視点１（市民向け）

ライフステージ

（誰に）
施策内容（いつ、どこで、どうやって）

未就学児
★８か月健診など、親子連れが集まる場における短時間の動画放映による周知

・はぐくーもＫＹＯＴＯなど子育て情報収集のツールにおける情報発信

・家庭で日常的に自転車安全教育プログラム等を活用した教育

小学生
・小学３・４年生における学校、京都府警察、地域が連携した

自転車安全教室

・「安全ノート」（安全副読本）を活用した安全教育

中学生
・「安全ノート」（安全副読本）を活用した安全教育

・「京都の道で学ぶ自転車交通安全教育」を活用した授業

高校生 ★京都府警察の「自転車安全利用プロモーター」活動に関する連携

・見て分かる！自転車安全教室（中・高）
・事故のリスク・社会的責任編（中・高）
・映像教材を活用した自転車安全教室（中・高）

★
新
入
学
時
期
交
通
安
全
運
動
等
の
時
期
に

合
わ
せ
た
、
授
業
外
の
安
全
啓
発
の
実
施

★
交
通
安
全
の
理
解
に
繋
が
る
素
材
の
検
討

（
教
育
委
員
会
事
務
局
と
の
新
た
な
連
携
）



21視点１（市民向け）

ライフステージ

（誰に）
施策内容（いつ、どこで、どうやって）

大学生

・ガクシン（フリーペーパー）、ＫＹＯ－ＤＥＮＴ、大学コンソーシアムのネットワークを

通じた自転車安全利用に関する周知

・大学で実施されている自転車安全講習に使用いただける教材や自転車交通安全に活用いた

だける最新の情報の共有

★自転車サークル、ボランティアサークル等と安全啓発に関する連携の模索

・自動車教習所を通じた教習生に対する自転車安全講習

社会人
・自動車教習所を通じた教習生に対する自転車安全講習

・幼稚園、児童館などを通じたパパママ自転車べんきょうかい

高齢者
・定期健診、ふれあいまつり、交通安全運動などの機会を捉えた運動能力、認知能力を再確

認する場の創出

全年代

・自転車安全教育実施主体の拡充

★自転車販売店における自転車販売時の安全啓発（チラシ、リーフレットの活用による）

・地域の祭り等における交通安全シミュレーターの設置（連携協定又は企業協力を得る）

★ショート動画など、繰り返し目に入りやすい新たな啓発ツールの活用

★自転車点検など、受け手側にメリットのある形での自転車安全啓発



22視点２（観光客向け）

京都（日本）で自転車を使用するとき、
観光客自身と市民が危険でないように自転車ルールを伝える

観光客

自国
空港

観光案内所
レンタ

サイクル店
シェア
サイクル

まちなか
ホテル
旅館

・多言語ＨＰ
・ＳＮＳ
・旅行予約サイ
ト

・チラシ
・リーフレッ
ト
・デジタルサ
イネージ、マ
ルチビジョン

旅マエ

・チラシ
・リーフレッ
ト
・動画
・自転車への
ルール掲示
・ヘルメット
セットのレン
タル

・アプリ
・路面表示
・広告

・チラシ
・リーフレッ
ト

・車道左側通行 ・信号と一時停止の遵守 ・歩行者優先
・ながら運転（スマホながら）禁止 ・罰則があるという事実

・駐輪場への駐輪 ・市内中心部の交通規制（より簡潔な表示で）

（視点）歩行者優先を意識した自転車利用を！
★より直感的にわかりやすくルールが伝わる手法に★

旅ナカ
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主な推進事業 取組の方向性

サイクルセンターをはじめとしたライフ
ステージやニーズに応じた自転車安全教育

・「自転車安全教育プログラム」の周知・活用

・メリハリをつけた自転車安全教育の実施

→・京都府警察・教育委員会との更なる連携

・「第１当事者となる割合が高い若年層」や「死亡・

重傷事故件数の割合が高い高齢者」への取組の強化

自転車安全教育実施主体の拡充

・自転車安全教育充実に向けた安全教育実施主体の育成に

関する枠組みづくり

・市内自転車販売店とのネットワーク構築と研修実施

・ポイントを絞った企業、団体との連携（連携協定の見直

し、活用含む）

推進施策 ライフステージやニーズに応じた自転車安全教育・学習の推進

誰もが安心・安全に自転車を利用するために、「京都市自転車安全教育プログラム」等に基づき、

サイクルセンターをはじめとした、ライフステージやニーズに応じた自転車安全教育・学習を推進

するとともに、学校や警察をはじめとした関係機関との連携を強化し、よりメリハリをつけた

安全教育を実施する。



推進施策と推進事業について 24

主な推進事業 取組の方向性

様々な機会を捉えたより効果的な周知・啓発

・安全教育と接点が少ない大学生・社会人への周知・啓発
→・ライフイベントや法定の機会を利用した啓発

・より関心を持ってもらいやすい分野との連携

・自転車販売店を通じた購入者への周知・啓発
・自転車文化人や若者による自発的な取組支援
・隙間時間を活用した啓発実施のためのツール作成
（ショート動画の作成）

ヘルメット着用が似合うまちに向けた機運醸成
・様々な媒体や機会を通じたヘルメット着用に対する
イメージの向上

外国人を含む観光客への周知・啓発 ・旅前、旅中での観光客の接点を意識した周知・啓発

自動車運転者向けの周知・啓発 ・自動車教習所を通じた周知・啓発

デジタル技術やデータ等の活用
・事故データ等に基づく街頭啓発
・その他の事故対策（走行環境整備も含む）

特定小型原付等の交通ルールの周知・啓発 ・通行区分が同じため、走行ルールや特徴を周知・啓発

推進施策 自転車利用ルール、マナーの周知・啓発

更なる自転車事故の減少、「事故のない社会」の実現のため、民間事業者等との連携・協働や
あらゆる機会を通じて、市民及び観光客に対するルール・マナーの周知・啓発の強化に取り組む。
また、自転車利用者だけではなく、自転車利用者が安心・安全に車道を走行できるよう、自動

車運転者に対して自転車利用者への「思いやり運転」を促す啓発を推進するとともに、自転車と
通行空間が同じである特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）等の走行ルールや特徴の
周知・啓発にも取り組む。



自転車安全教育実施主体の拡充イメージ 25

現在の
教育実施
主体

新たな
教育実施
主体

自転車に関連する事業者・企業等

研修等

自転車の
交通安全
教育事業者
公表制度
（警察）

登録の推奨

現在、自転車安全教育の実施は専門家に限定され、その主体が少ない点が課題である。
このため、新たな教育実施主体となり得る自転車関連事業者や企業等に対し研修を実施し、
既存主体の知識継承を図る。同時に、都道府県警察の公表制度への登録を推奨する。
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項目 数値の取得方法 集計頻度 直近の数値（R6)

自転車事故が全交通事故に占める割合

警察からのデータ提供 毎年

２７．８％
事故相手の割合 図１
道路形状 図２
事故類型 図３
自転車が第１当事者となる割合 ２４％
法令違反の割合 図４
死亡事故・重傷事故の割合 ２２．７％

（図１） 事故相手の割合
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（図２）道路形状
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（図３） 事故類型
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（図４）法令違反の割合

○自転車が第１当事者の場合の法令違反の推移（令和2年～令和6年）年別の割合

R2 R3 R4 R5 R6
直近
5年

R2 R3 R4 R5 R6
直近
5年

車両等－指定場所一時不停止等 18 21 26 35 47 147 12% 16% 23% 25% 30% 21%

車両等－歩行者妨害等－通行妨害（歩行者） 15 14 15 13 29 86 10% 10% 13% 9% 18% 12%

車両等－安全不確認－前方、左右 18 21 8 5 5 57 12% 16% 7% 4% 3% 8%

車両等－交差点安全進行義務違反－交差道路通行車両 22 14 6 6 6 54 15% 10% 5% 4% 4% 8%

車両等－信号無視 13 10 11 10 7 51 9% 7% 10% 7% 4% 7%

車両等－交差点安全進行義務違反－優先通行妨害等 10 6 7 13 9 45 7% 4% 6% 9% 6% 6%

車両等－動静不注視 11 8 4 8 2 33 7% 6% 3% 6% 1% 5%

車両等－徐行場所違反－交差点 2 4 1 7 7 21 1% 3% 1% 5% 4% 3%

車両等－通行区分－右側通行 4 8 2 3 4 21 3% 6% 2% 2% 3% 3%

車両等－安全不確認－後方 3 9 3 2 3 20 2% 7% 3% 1% 2% 3%

その他 31 20 32 37 39 159 21% 15% 28% 27% 25% 23%

合計 147 135 115 139 158 694 100% 100% 100% 100% 100% 100%

法令違反（第１当事者自転車）
人数 割合

○自転車が第２当事者の場合の法令違反の推移（令和2年～令和6年）年別の割合

R2 R3 R4 R5 R6
直近
5年

R2 R3 R4 R5 R6
直近
5年

車両等－違反なし 198 193 201 163 136 891 35% 38% 40% 32% 27% 34%

車両等－交差点安全進行義務違反－交差道路通行車両 141 62 108 140 138 589 25% 12% 21% 27% 28% 23%

車両等－動静不注視 79 94 77 85 90 425 14% 19% 15% 17% 18% 16%

車両等－安全不確認－前方、左右 85 99 53 48 53 338 15% 20% 10% 9% 11% 13%

車両等－交差点安全進行義務違反－反対方向右折車両 7 10 17 12 16 62 1% 2% 3% 2% 3% 2%

車両等－安全運転義務違反－予測不適 11 10 10 7 5 43 2% 2% 2% 1% 1% 2%

車両等－安全不確認－後方 9 11 9 4 6 39 2% 2% 2% 1% 1% 2%

車両等－指定場所一時不停止等 9 4 5 6 9 33 2% 1% 1% 1% 2% 1%

車両等－徐行場所違反－交差点 9 5 4 8 6 32 2% 1% 1% 2% 1% 1%

車両等－通行区分－右側通行 8 5 4 3 8 28 1% 1% 1% 1% 2% 1%

その他 9 12 18 37 34 110 2% 2% 4% 7% 7% 4%

合計 565 505 506 513 501 2,590 100% 100% 100% 100% 100% 100%

法令違反（第２当事者自転車）
人数 割合
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・ ヘルメット着用率

数値の取得方法 集計頻度 直近の数値（R6)

市民アンケート 毎年
常に着用している ９．６％
時々着用している １２．９％

・ 自転車保険加入率

数値の取得方法 集計頻度 直近の数値（R6)

市民アンケート 毎年 ８6．4％

数値の取得方法 集計頻度 直近の回数（R6)

実績 毎年 １３６回

・ 自転車安全教室開催回数

・ 自転車ルール・マナーに関する取組件数

（街頭啓発、自転車月間イベント、フーデリ講習、企業研修など）

数値の取得方法 集計頻度 直近の件数（R6)

実績 毎年 （集計中）

自転車教習所の入校式にあわせた
自転車安全講習、別途１,２５０回
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